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最高検検第887号
0

平成10年6月18日

殿
殿

検事長

検事正

欲長検事 堀 口 勝正

特に犯情悪質等の無期懲役刑砲定者に対する刑の執行指揮及びそれら

の者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について

（依命通達）

凶悪重大事件に対し，刑の執行をも含めて適切に対処することは，法秩序維持の

観点から極めて重要であることは首うを待たない。

ところで，凶悪重大事件を犯して無期懲役刑に処せられた者の仮出獄の運用状況

を見ると，昭和40年代及び同50年代においては，その大半が行刑施設内受刑期

間18年以内で仮出獄されていたところ,近時,同期間が長期化しつつあるものの，

依然として，有期懲役鯛の最長期である20年を下回る者が相当数を占めており，

また,仮出鍬中に再び重大事件を犯す等の事例も散見されるなどの実情が蕗められ，

かような行刑実憎に対する国民の関心も高くなりつつあるように思われる。

もとより，同じ無期懲役刑の判決を受けた者でも僻々の事件ごとにその犯惜には

大きな違いがあり，比較的早期に仮出獄が許されてしかるべき者がいる反面，終身

又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると考えられ，犯情に即した
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適正な刑の執行が行われるべきである。そして，そのためには，検察官としても，

無期懲役刑受刑者の中でも，特に犯情等が悪質な者については，従来の慣行等にと

らわれることなく，相当長期間にわたり恩役させることに意を用いた指限行使等を

すべきであるので，これらの者に対する刑の執行指揮をより適正に行い，また，仮

出獄審査に関する刑務所長・地方更生保護委員会からの意見の照会（以下， 「求意

見jという｡）に対する意見は，より適切で,脱得力のあるものとする必要がある。

このような観点から，今後，下記1記載の対象者に対して刑の執行を指揮し，求

意見に対する意見を作成するに当たっては，下記のとおり行うこととしたので，そ

の運用に遺憾のないようにされたい。

なお，刑の執行は，観念的には，判決の蕊定と同時に開始されるものであること

から，その執行指揮は，確定後，可及的速やかに行われなければならないこと，ま

た，求意見に対する意見の作成は，判決後相当期間経過の後になされるため，担当

検事がその時点で問題意餓を持ち，しかも関係資料を容易に参照してこれに鴎み得

るように配意しておく必要があるので，各庁においては，本通達に基づく事務処理

方法及び配録の保管等について，特段の配慮・工夫を願いたい。

記

1本通達の対象者

2⑬無期事件被告人等の選定手続

（1）無期懲役刑の判決が言い渡されたときの事務

当該判決の言渡しをした裁判所に対応する検察庁（以下， 「当該検察庁」と

いう｡）は，その判決書写し，求刑検射資料，餓告等を可及的速やかに，それ

が地方検察庁（以下， 『地検』という｡）のときは，高等検察庁（以下， 「高検」

という｡）及び最高検察庁（以下， 『最高検」という｡）あてに，それが高検の

ときは，最高検あてに送付する。
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②⑬無期事件被告人を週定する手続に関する事務

アその判決に対して，検察官として上既しないとき

当骸検察庁は，可及的速やかに，地検のときは，高検と錨醸して，高検の

ときは自ら判断して，当該被告人が⑬無期事件被告人に餓当すると考える場

合は，別紙機式1の憾鮭害により，最高検に協畿する。

イ上告審で確定させざるを得なくなったとき

最高検が選定する。

③選定手統等に関する最商検の役割等

ア最高検は，上記1の基準に合致するかどうかの盤磯を受け，あるいは自ら

選定する場合には，対象の選定が全国統一的な運用となるように留意する。

イ最高検は，本件の選定について協醗を受けたときは，別紙犠式2により回

答する。また， 自ら適定したときは，別紙犠式3により決定する。いずれの

場合も，その写しを当咳事件の配録を保管することとなる第一審の裁判をし

た裁判所に対応する地検（以下， 「第一審対応地検」という｡）に，高検経

由で，送付する。

仏）週定手統等に関する高検の役割

死刑，無期懲役刑を求刑する場合の協儀を通じる等して，管内各地検の所管

する凶悪重大事件の犯情を常時的確に把握し，本通逮に基づく選定事務が適正

・迅速に行われるように地検を指導する。

⑤選定手続等本通達関係事務に関する第一審対応地検の役割

後記の求意見に対する検察官の意見を作成すべき立場にあることを銘記し，

上毘の求刑検討資料，上記最高検からの回答書等の本通達関係資料を当該事件

の不提出記録中に縞綴して，保管する。

3 当骸被告人が⑬無期事件被告人として選定された後の事務

（1）判決の確定を待たずに行う事務

当骸検察庁は，判決の確定を待たず，速やかに，執行指揮書の処遇上の参考

事項欄の別紙である『処遇上の参考事項鯛査票」 （昭60.12,17刑総第941号

刑事局長通達。以下， 『鯛査票」という｡）に,別紙を用いるなどの適宜な方法

により，
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■また, 『仮出識の申賄に当たっては,必ず,事前に検察官の意見を求めら
れたい｡」旨等を配載して，嗣査票を作成する。

②判決に対し検察官は上解せず，被告人側のみが上鯨したときの事務

当該検察庁は，前記調査票を，一審（及び控所審）判決香購本，前科鯛書等

とともに上解審対応検察庁に送付する。

③判決砿定後の刑の執行指揮に関する事務

執行指揮検察官は，執行指揮書に上龍調査票を添付して執行指揮を行う。

④刑の執行指揮後の事務

ァ執行指揮検察官所属の検察庁は,刑の執行指揮後,飼査粟写しを最高検(地

検は高検を経由）に送付して報告する。なお，最高検検察官が刑の執行指揮

を鶏能したものについては，報告を要しない。

イ上所審対応検察庁の検察官が刑の執行指揮をした場合には，後の求意見に

備えるため，執行指揮書及び鯛査票の各写しを第一審対応地検に送付し，同

地検においては， これらの書類を当餓事件の不提出妃録中に編綴する。

⑤⑬無期事件の管理及び事務処理

最高検及び高検は，別紙様式4の⑬無期事件整理簿及び別紙機式5の⑬無期

事件処理票により，⑬無期事件被告人及び受刑者を管理するとともに，上記2

の(1)記載の資料等本通達関係壷料を保管し，本通達に関する事務を処理する。

4仮出獄審査に畷しての意見

求意見は，第一審対応地検の検察官あてになされるので，⑬無期事件受刑者に

ついて求意見を受けた検察官は，上記3の(1)の賭点に留意しつつ，配録や前記刑

の執行指揮書の写し，求刑検酎資料等を十分検肘して意見書を作成した上，別紙

機式6により，同意見書の写し及び参考事項を，高検を軽由して，最高検に報告

する。
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5本取扱い施行前に執行指揮されている無期懲役刑受刑者の取扱い

求意見を受けたときは，第一審対応地検は，事件記録等により，その者が上肥

1の⑬無期事件受刑者となる者かどうかを選定し，これに該当する者と判断され

るときは,上配4に従い意見案を作成し,別紙織式7により，避定及び意見内容

について，高検を経由して，最高検に協薩する。

避商検は，前配2の③に従い，回答する。

6本通達は，平成10年7月1日から施行する。
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別紙様式］

年 月 日

最高検察庁総務部長

（ 高等検察庁経由）

殿

地方（高等）検察庁検事

鐙無期事件被告人の選定について（協議）

罪名

氏名

標記の者は下記の事由から，平成10年6月18日付け最高検検第887号

吹長検事依命通達'の■に該当すると考えますので,協溌に及びます。
記
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注記述が枠内に収まらないときは！随時別紙を使用する。



別紙槻式2

答 書回

最商検検第

年 月

号
日

地方（高等）検察庁検事 殿

最高検察庁総務部長

⑳無期事件被告人（受刑者）の選定について（回答）

罪名

氏名

標記の者の⑬無期事件被告人（受刑者）の選定については，

1．貴見のとおり選定すべきものと考える。

2．次の理由から選定すぺきではないと考える。

（理由）



別紙橡式3

決 定 書

最高検検第

． 年 月

号
日

地方検察庁検事

（ 高等検察庁経由）

殿

最高検察庁総務部長

●

●

鐙無期事件被告人の選定について（通知）

罪名

氏名

標配の者は下紀の事由から，平成10年6月18日付け最高検検第887号

次長検事依命通達Ⅷ■に鵬する者と決定したので,通知する。
●

記

(事由）

､

●
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(注意）縦理簿へは．⑬無期事件処理票を作成したときに壁戦する。
8

⑬無期1

整理番号 作成年月日 氏 名 完結年月日 事 由 備 考

年
号
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年
号

● ●

年
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年
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年
号
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年
号
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年
号
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年
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● ●

年
号

O ●



急無期事件処理票別紙観式5

整理番号 年 号 作成の日 年 月 日

氏 名 （ 年 月 日生）

罪 名 （
(いわゆる事件名）

］

事
案
の
概
要

裁
判
結
果

一

審

控
餅
審

上
告
審

毎 日 日 地方裁判所 文鄙旦盲

(主文）
(検察官控解） 牛 月 口

(被告人等控翫） 年 月 日

隼 日 目 ． 悪霊裁判所 又鄙亘古

(主文）
(検察官上昏） 干 局 ロ

(鞭舎人等上告） 年 月 日

(主文）

崖 日 日 鑑悪麹判所 咽､疹潅k刊床．灰にノ

砲定の日 年 月 日 （砲定事由）

備 考



■■■■■

⑬
無
期
事
件
選

定
経
過

‐

■■■■■

執
行

:指
■
■
Ｇ
１ ｰ

螺は，被告人ないし受刑者が，⑬無期頚午の歓宵ハ
ヒときに作成し，順次，追記する。
ド粟は,⑬無期事件の被告人ないし受刑者が,仮峨
とが判明したときに完結する。
糺渦上の参考事項調査票写し等の関係書類は，本剰｛

平成 10年6月18日付け最高検検第887号次長検事依命通達1の■に該当
壁“露坐型1 四1 浬に麺L麺顕画一回P レ タ公 ▽▽ 巳 ＝

選 定 庁 検察庁（意則

商検への協駿 年 月 日（結果等）

簸高検への協醗 年 月 日 （結果等）

最高検回答 年 月 日

上告審で綴
霊莚痢幽,津か曲毒させざるを得なくなったとき

最商槙週定決定の日 年 月 日

決定書送付の日 年 月 日 高検径由 地検あて

腿上'8魂鯛餌械 年 月 日 検事作成

蒲窪施行筋に￥ L行指揮されている黙 閉塞役刑受
刑者にっ曾求意見を受けたとき

求意見の状況 砺噸iに耐6351m職リ 原庁意見

高検への協議 年 月 日 （結果等）

最高検への協議 年 月 日 （結果簿）

最高検回答 年 月 日

最高検が刑執行指揮嘱託琶
鐸ハ令日及び嘱舵先

刑執 ’
及び 【 鼻鳴：：
処i
写
§上の参琴事項｜
‐竪鬮の日及び‘

票
庁
査
成

■
一
■
■
■
ｐ
●
■

年 月 日 高等検察庁あて

年 月 日 検察庁

年 月 日 検察庁

求
意
見
に
関
す
る
報
告

①

②

求意見 年 月 日
刑務所長

助ﾛ躯鎚壁
から 地検あて

鮪
鯛
相当
不相当

高検
意見

相当

不相当

溌高検
報告

年 月 日

求意見 年 月 日
から 地検あて

職
箙
相当

不相当
高検
意見
相当
不相当

最高検
報告

年 月 日

柵
柵 年 月

結
果

竿

群可

月 日

・不時可

棚
柵
年月

結
果
年月 日

肝可・不併可

ｌ
ｄ
Ｉ
ｄ
Ⅱ
Ｉ
ｄ
ｄ
ｊ
ｑ

■
■
口
』
。
■
■
呵
典
』
且
凡
醍

仮出獄の日 年 月 日 受刑期間
年 月
出所

刑務所
刑務所

完
結 完結年月日

年 月 日 完結事由

傭
考



別紙嫌式6

年 月 日

最高検察庁総務部長

（ 高等検察庁経由）

殿

地方（商等）検察庁検事

齢無期事件受刑者の仮出獄に対する意見について（報告）

受刑者氏名 年 月 日生 歳）（

標記の者につき，今般次表のとおり仮出獄審査のための意見を求められたの

で， これに対する意見を同表記載のとおり提出したので，参考事項を添えて，

報告します。

－

月 日
刑務所長

地方更生保瞳委員会

裁判所

意見を求められた年

月日及び刑務所等
年
一
年
年

言渡し

確定

月 日

月 日
判決の言渡し，確定

年 月 日刑の執

年 月 日求意見（

Ⅷ
年
一

始

月服役）
刑の執行状況

－＝一画 一一

一一一一一

一一

■

刑務所長等の意見

｡
－

'一審対応庁意見 別添意見書のとおり

高検意見

I
－

注1 2つ併記されているものは，このうち骸当するものを○で囲む。●

注2記述が枠内に収まらないときは，随時別紙を使用する。



別紙犠式7

年 月 日

最高検察庁総務部長

（ 高等検察庁経由）

殿

地方検察庁検事

鐙無期事件受刑者の選定及び仮出蹴に対する意見について（協議）

受刑者氏名 （ 年 月 日生 歳）

標記の者は次表記載の事由から，平成10年6月18日付け最高検検第887

号次長検事依命通達,の■に該豐すると考えられ,また,同人につき’今般同
表記載のとおり仮出獄審査のための求意見を受けたので， これに対する意見を同

表記載のとおりとしたいので，笹議に及びます。
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一

II■ー

- ‐追一一一

｜

ー ユ
ご一

日
一
日
日

月
月
月

年
年
年

刑務所長
地方更生保謹委員会

刑の執行開始
求意見（ 年 月服役）

－．口■一一

,意見を求められた年

|月日及び刑務所等

刑の執行状況

－一

刑務所長等の意見

I

一審対応庁意見｜別添意見書のとおり

商 検意見’
二

一一

注1 2つ併記されているものは，このうち該当するものをOで囲む。
注2記述が枠内に収まらないときは，随時別紙を使用ずる。


